
Oceanic States in Modern History : Used to be
the Same : Western Samoa and American Samoa
in Modern History

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-02-26

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 山本, 真鳥

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.15021/00003519URL



山本　 近くて遠い隣人たち

近 くて遠 い隣人たち

近代史の中の西サモアとアメ リカ領サモア

山 本 真 鳥*

はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ　経済格差と移民

Ⅰ　分離の歴史　　　　　　　　　　　　　　Ⅳ　儀礼の変容

Ⅱ　植民地支配と首長制 ・土地所有　　　　　おわりに

　西サモア1)と アメ リカ領サモアは,ハ ワイ諸島 とニュージーラソ ドを結ぶ線上の

ニュージーラソ ド寄 りに位置するサモア諸島の,そ れぞれ西部,東 部に相当する。も

ともと諸島全体は同じ文化 ・言語 ・社会組織を分け合 うひとつのホモジーニアスな社

会であったが,19世 紀の植民地化の過程で列強により東西に分割された。サモア諸島

は,い ずれの島も大小の違いこそあれ火山島で,似 たような生態系をもつ。村落は沿

岸近 くに位置 し,そ の後背部の斜面に沿って焼畑の耕地が広がっている。 さらにその

上部斜面は,未 開拓の原始林 となっている。儀礼の細部などに慣習上の相違がまった

くないわけではないが,ほ ぼ同じような村落構造,親 族組織が存在 し,通 婚は全域で

行われていた。方言も存在していなかったという。

　このような諸島群が東西に分断され,互 いに異なる近代を経験 した結果,様 々に生

じている相違がどのようなものかを観察するのは,大 変興味深い。いずれももともと

同じものだったはずなのに,そ こに大きな相違が生 じてきている 「伝統」も多い。そ

れらは,ま ぎれ もなくサモア社会が変容 しうるいくつかの可能な道筋のなかにあるは

ずだ。サモアの慣習の変容を形成する変数はいったい何なのかを考察するときに,そ
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のような対比は大きな意味をもつであろ う。 この論文で,植 民地化によって分断され

た二つの隣接する社会を比較するのは,ま さにその近代史の中での変容のヴァリエー

ションを検討するためである。

　しかし,東 西サモアが提供 してくれるのは,文 化や社会の変容の過程だけではない。

今日英語がほぼ全世界に通用しているのは,一 大植民地帝国として世界に君臨 したイ

ギ リスと世界の政治経済に最大の影響力を保持するアメリカ合衆国の存在によるもの

であるが,こ の英語圏と米語圏は東西サモアの間でも境を接 しているのである。双方

は同じ言語を用いながら生活文化 ・生活様式においても大きな差異をもっている。ま

た一方が民主主義的に運営されつつも王や貴族制を維持 して伝統を重んじる国柄であ

るのに対 し,片 や徹底的に人民による民主主義や人間の平等性を重視するという違い

もある。東西サモアは,世 界を大きく分ける2つ の異なる勢力にそれぞれしたがって

お り,逆 にい うならぽ,太 平洋の小さな諸島の内にもイギ リスとアメリカは角つきあ

わせているのである。

　 もうひとつ東西サモアを分ける大きな問題は,戦 後生 じた世界的な労働力移動であ

ろう。アメリカ合衆国の一部であるアメリカ領サモアは,合 衆国太平洋系移民の取 り

込みロ2)と もいえる存在 となってお り,太 平洋諸島内の地政治学上,大 変特殊かつ重

要な地点となっているのである。このような存在としての意義を帯びたアメリカ領サ

モアと国境線で区切 られる西サモアとの間には,単 に文化変容の問題としては語れな

い政治経済学的因子に始まる差異が生 じているのである。

　以上の問題意識からこの小論は始まっている。東西サモアについてはそれぞれのモ

ノグラフや論文が多い一方で,こ れまで対比的に論 じられることは少なかった3も東

西サモアのそれぞれの近代史についてはもっとずっと詳細な論文が書けるはずだろ う

が,こ こではその個別の近代史ではな く,対 比を通 じて見えてくる問題を集中的に扱

う。 また,紙 面の都合や現段階での筆者の力量の問題から,詳 細な史料批判を行 うよ

りは問題点を相関的に抽出することに主眼を置いている。個々の論点について詳細に

証拠を挙げて論ずるとい う作業にやや欠ける嫌いはあるだろうが,こ の問題をいわぽ

鳥瞰図的にできるだけ明快に描 くつもりである。

1　 分離の歴史

サ モ ア(Samoa)4)諸 島が 西 欧世 界 に最 初 に知 られ る よ うに な った の はLa　 Perouse

の航 海 で,1787年 ツ ツ イ ラ(Tutuila)島 に 近 寄 った 帆 船 か ら上 陸 した 船 員 に サ モ ア
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人 た ちが 攻 撃 を しか け,12人 が 死傷 した た め に,そ の後 しぼ ら くの 間西 欧 の航 海 者 た

ち は こ こを避 け て航 行 した(Turner　 1986(1861):3-4)。 サ モ ア諸 島 の 本格 的 な 西 欧

との接 触 は,1830年 にLondon　 Missionary　 Society(以 下LMSと 記 述)のJohn　 Wil-

liamsが 伝 道 のた め に タ ヒチ よ り来 島 した こ とに始 ま る。Williamsは 運 の良 い こ とに,

大首 長Malietoaと 出会 い,キ リス ト教 化 の 約束 を得 た。 そ の後 の1832年,二 度 目に

タ ヒチ人 教 師 らを 伴 って来 島 して,本 格 的 な宣 教 活 動 が 開 始 され た。 彼 の報 告(wil-

liams　l　838)が 多 少 粉 飾 され た もので あ る こ とは 近 年 明 らか に さ れ つ つ あ る(Moyle

1984:13-16)が,い ず れ に せ よ,サ モ ア の キ リス ト教 化 は概 ね 成 功 した とい って よ

い。

　 当時,サ モ ア諸 島 の首 長 間 の勢 力分 割 は以 下 の よ うで あ った。 サ モ ア諸 島 で最 も人

口が 多 く,勢 力争 い の 中心 であ った の は ウポ ル(Upolu)島 で あ る。 こ こは,西 部 の

ア アナ(A`ana),中 部 の ツア マ サ ガ(Tuamasaga),東 部 の ア ツア(Atua)と 三 つ の

首 長 国 に分 か れ,そ れ ぞ れ にTuia`ana,　 Malietoa,　 Tuiatuaの 各 大 首 長 が 君 臨 して い

た 。 サ ヴ ァイ イ　 (Savai`i)島 は,古 くか らつ の首 長 国 に分 かれ て い た が,　Wil血ams

が サ モ ア に 来 訪 した 頃 に は,様 々 な姻 戚 関 係 を 通 じてMalietoaの 勢 力 圏 に組 み 込 ま

れ つ つ あ っ た(Davidson　 l　967:33;Gilson　 1970:52-54)。

　 一 方,東 の ツ ツイ ラ島 は ウポ ル 島 の 東 側 ア ツ ア首 長 国 の 傘 下,す な わ ちTuiatua

の勢 力 圏 で あ り,長 い 間 辺 境 の地 であ った。 そ こは実 質 的 に は ウポ ル 島 で の勢 力争 い

に 敗 れ た首 長 の逃 げ 場 で あ り,ま た戦 い で捕 虜 とな った 首 長 の 流 刑地 で もあ った。 さ

らに 東 の マ ヌア諸 島 に は た い そ う古 い格 式 を もつTuimanu'aと い う大 首長 が君 臨 し

てい た 。 この首 長 称 号 名 は,ウ ポ ル 島 の格 式 高 い首 長 称 号 名 の 起 源 神話 ともか か わ る

由緒 あ る称 号名 で あ り,か つ サ モ ア諸 島 全 体 に君 臨 す る大 首 長 と して,全 諸 島 へ の覇

権 を 主 張 して い た が,ウ ポル 島 の 首長 た ちに よ り称 号 名 の格 式 は 認 識 され てい た もの

の,覇 権 そ の もの は実 体 が な く,名 目的 な も のに過 ぎな か ったS)。

　 この よ うな 首長 間 の勢 力 分 割 の 下 に ウポル 島 ツア マ サ ガ の北 岸 中 央部 で発 達 した ア

ピア港 な どを 中 心 に 白人 入 植 者 は 続 々 と増 え,19世 紀 後 半,特 に1870年 代 と もな る と,

彼 らを 媒 介 と して 列強 は こ の諸 島 の植 民 地 化 を試 み る よ うに な った 。それ ら列強 とは,

世 界 の植 民 地 化 に やや 遅 れ を と った ドイ ツ,太 平 洋 で の勢 力 を増 強 す る意 図を も った

イ ギ リス,さ らに 太平 洋 へ の軍 事 力 の進 出 を 図 る合 衆 国 の3国 で あ った 。

　 一 方 この 頃,Tuia`anaとTuiatuaの 両 称 号 に 併 せ,　Malietoa系 の 主 と して儀 礼 的

な 称 号 で あ るTamasoali'iとGatoaiteleを 加 え た 全4称 号 を 手 に 納 め た も の が

tafa'ifa(王)と して サ モ ア を 支 配 で き る とい う伝 承(Kramer　 1958)に 基 づ く首 長
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間の覇権争いが,ウ ポル島を中心に激 しさを増 していた。 この首長位争奪戦の主役は

Malietoa,　Tamasese,　Mata`afaの それぞれの称号保持者たちであった。 この熾烈な争

いは,こ こを領有 しようとする列強国との様々な連携や反 目の中で進行し,度 々列強

の介入を招いた。それぞれの首長がいずれかの列強国を侍みとして首長国間の争いが

同時進行 したのである。国際関係の縮図がサモア諸島の中にも存在 していた。

　 1889年のベル リン条約において,3国 は互いにサモア人首長の勢力を尊重すること

で合意した。 しか し結局1898年 の首長間の戦いにイギリスとアメ リカが軍事介入 し,

ついに1899年 にはベル リン条約の合意を反故にして列強間でこの問題に決着をつける

こととなる。すなわち,植 民地開発を目的とした ドイ ツは,西 のウポル島,サ ヴァイ

イ島などを含む諸島群を領有し,軍 港を欲しがっていた合衆国は,天 然の良港 と呼ぼ

れるパゴパゴ(Pagopago)湾 をもつツツイラ島とその東のマヌア諸島を含む東サモ

アを領有する。また,勢 力拡大を図るイギリスは,トン ガ王国と保護領とし,そ の隣

のニウエ島及びブーゲン ヴィル島を除 くソロモン諸島を領有することを ドイツが黙認

すること,そ の他東アフリカの利権に関する取 り決めを条件にサモア諸島からは手を

引くこととなった(Gilson　 1970:432;Kennedy　 1974:238-239)。

　こうしてサモア諸島は列強により東西に分断されることとなった。この分断に関し

て,西 サモアの首長たちは苦々しく思っていたであろうが,ツ ツイラ島の首長たちは

歓迎 した。なぜなら,こ れまでウポル島東側のアアナ王国の支配下にあった彼らは,

これでその支配か ら脱することになるからである。一方,マ ヌア諸島側のサモア諸島

全体への覇権の主張は,諸 島の他の部分からは否定されてお り,現 実にはほとんど意

味のないものであった。合衆国政府はまずツツイラ島の首長たちとの条約に調印して

1900年に海軍による軍政を開始したが,マ ヌアに代表団を送って条約に署名を求めた

のは1904年 のことであった。

　一方の西サモアで ドイツ統治が開始されるのは1900年 である。植民地争奪に後れを

とった ドイツは,こ こでプランテーション経営を行う目的をもっていたが,そ の事業

を担 うヨハン=ゴ ドフロイ商会は既に1857年 にここに進出して活動を開始 し,1860年

代には事業を軌道にのせていた。やがてココヤシ ・プランテーションばか りか,綿 の

栽培 も手広 く行 うようになっていた。

　 ドイツの初代総督はSolfで あったが,彼 はサモア人首長たちによる合議機関を支

配下に置こうと試みたために,こ れに抵抗する首長たちの反 目を招き,こ れはマウ

(Mau=異 議申し立て)と 呼ぼれる運動に発展する。結局植民地政府は,1909年 に反

対派首長たちを捕縛 してサイパン島へと島流しにし,こ れに決着をつけたのである
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(Davidson　 1967:87;1970:297)。

　 第一 次大 戦 の開 始 した1914年,防 備 の 手 薄 だ っ た太 平 洋 地 域 の ドイ ッ植 民 地 は,ミ

ク ロネ シア を 日本 軍 が,ニ ュ ーギ ニアを オ ース トラ リア軍 が,西 サ モ ア を ニ ュー ジ ー

ラン ド軍 が 瞬 く間 に 占領 した。 西 サ モ アは や が て戦 後 の 国際 連 盟 の委 任 統 治 領 と して

ニ ュー ジ ー ラ ン ドに統 治 が委 ね られ る こ ととな った。 それ に先 立 つ軍 政 下 にお い て,

検 疫 の不 手 際 か らス ペ イ ン風 邪 が 西 サ モ ア に侵 入 し,こ の疫 病 の た め に8,500人,す

なわ ち人 口の22パ ー セ ン トもの人 命 が 失 わ れ る こ と とな った 。 や が て ニ ュー ジ ー ラン

ドの統 治 は 民政 に移 行 す るが,サ モア の政 治 リー ダ ーた ち は外 国 政 府 の 統 治 の必 要 性

を理 解 で きず,ま た ニ ュ ージ ー ラ ン ド政 府 は海 外 領 土 の統 治 に 不慣 れ で あ った た め に,

この両 者 の 間 に は しば しば 摩 擦 が 生 じた。

　 1923年 に こ こに総 督 と して赴 任 したRichardsonは,様 々 な改 革 を もた らそ う とい

う善 意 の持 ち主 で あ った が,そ の意 図 は サ モ ア人 リー ダ ーた ち の要 望 とは 多 くの場 合

食 い違 い,1920年 代 に再 び マ ウ運 動 は再 燃 す る。 この と きは単 に首 長 層 の み な らず,

ア ピア を 中心 と して,西 サ モ ア の経 済 を動 かす 白人 入 植 者 や そ の サ モ ア人 妻 との 間 に

生 まれ た 混 血(afakasi=half　 caste)た ち か らな る 白人 コ ミ ュニ テ ィを も巻 き込 ん だ

大 きな不 服 従 運 動 に 発 展 す る。 マ ウまた は サ モ ア 同盟 は,サ モ ア人 の手 に な る政 府 を

形成 す る こ とを 目指 し,自 分 た ちで 法 律 を作 った り,プ ラン テ ー シ ョン 作 りを した り,

罰金 を とる な どの 政 治 活動 を行 った。 植 民 地政 府 は集 会 の参 加 者 を逮 捕 した り,白 人

リー ダ ーを 国外 追 放 した りした が,運 動 は な か な か沈 静 しなか った 。1929年 に は,マ

ウ運 動 家 た ちが ア ピアで デ モ を行 った が,こ の静 か な行 進 の 隊 列 に警 官 隊 が発 砲 す る

とい う事件 が生 じ,こ こで サ モ ア 人 た ち は有 力 首 長 の ひ と りTupua　 Tamasese　 Lealofi

IIIを 失 うこ と とな る。 白人 コ ミュ ニテ ィの リー ダ ー0.　 F.　Nelsonは 国外 追 放 の ま ま

ニ ュー ジ ー ラ ン ドに滞 在 して 西 サ モ ア の状 況 を 国 際世 論 に訴 え,ま た 西 サ モ ア の マ ウ

運 動 を 支 え る新 聞 『サ モ アの 守 護 神』 を発 行 し続 け た。 トップ リー ダ ーた ち を失 い な

が ら も西 サ モ アの マ ウ運 動 は,そ の後5年 間,納 税 を 行 わず プ ラン テ ー シ ョンの労 働

を拒 否 す る不 服従 運 動 を継 続 した の で あ る。 植 民 地 政 府 とサ モ ア人 の 関 係 は硬 直 した

まま で あ った が,や が て1936年 に ニ ュ ージ ー ラン ドで政権 を と った 労 働 党 内 閣 が 西 サ

モ ア の独 立 を将 来 的 に は認 め る方 針 を た て,マ ウ活 動 家 の 追放 を解 除 した た め に,よ

うや く不 服 従 運 動 は沈 静 化 した(Davidson　 l　967:146-149;Field　 1984:215)。

　 そ の後 第 二 次 大 戦 を経 て,1949年 に よ うや く独 立 準 備 が 開 始 され る。 憲 法 起 草 委 員

会 が1954年 に発 足 し,1960年 に は最 終 原 案 が ま とま り,翌 年 国際 連 合 の監 督 の 下 に 国

民 投 票 が 行 われ,1962年 に独 立 を達 成 した 。サ モ アで は 首 長 間 に格 の差 が あ りな が ら,
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す べ て の 称 号 の頂 点 に立 つ 首長 が存 在 しなか った た め に,政 体 を どの よ うに構 成 す る

か は 大 きな課 題 で あ った が,4大 首 長 が 要 職 を 分 け合 う形 で これ を 解 決 した。 象 徴 的

な国 家 元 首 の 地位 に,Malietoa　 Tanumafili　 IIとTupua　 Tamasese　 Meaoleの 両 首 長 が

共 同,か つ終 身 と して就 い た6も またMata`afa　 Faumuina　 Fiame　 Mulinu`U　 I　Iが 首 相

に,Tuimaleali`ifano　 Suatipatipaが 副 首 相 とな った 。

　 選 挙制 度 は憲 法 起 草委 員会 で も問 題 の焦 点 で あ った。 サ モ アの社 会 シス テ ムで は,

村 の 中 で 一 定 の 土 地 を 占有 す る親 族 集 団(　 `aiga)7)が 数 個 の 首長 称 号 を コ ン トロ ール

して お り,そ の 称 号 を もつ各 世 帯 の 家 長 が 村 の 首長 会 議(fbno)に 出 席 し,様 々な

村 の 意 志 決定 に参 加 す る制度 とな ってい た 。 また,い くつ か の 村 の集 まる地 方 に も,

村 の 中 で の有 力称 号 の保 持 者 が 出席 す る会 議 が あ り,そ こで も関連 す る意 志 決 定 が な

され るの で あ った 。 サ モ ア人 リー ダ ーに と って,こ の制 度 は きわ め て民 主 的 であ り,

一 方 ,21歳 以 上 のす べ て の 国民 が 等 し く投 票す る普 通 選 挙 は サ モ アの伝 統 的 政 治 思 想

の枠 組 で は認 め られ な い もの であ った 。 首長 称 号 保 持 者 の間 か ら議 員 を選 ぶ 選 挙 制 度

は既 に植 民 地 統 治 時 代 に発 足 してお り,サ モ ア人 リー ダ ーた ち は,世 帯 員 が 家 長 とい

う代表 者 を選 ぶ こ とを根 拠 に,こ の 制 度 の 存続 を望 ん だ。 結 局,こ の 「サ モ ア式 民 主

主 義 」 は 国連 で も認 め られ た ので あ る8も

　 も うひ とつ の問 題 は,西 欧 系(そ の 多 くは混 血)の 市 民 の 存在 で あ った 。 彼 らの 中

に は,欧 米 諸 国 の 国籍 を有 す る もの もい た し,ま た 西 サ モ ア内 で の西 欧 系 地 位 を もつ

人 々 もいた 。 彼 らの市 民 権 や また 首 長位 を もつ 可 能 性 の低 い彼 らの選 挙 権 を ど うす る

か は大 き な問 題 の 焦 点 とな った 。 結 局彼 らは西 サ モ ア市 民権 が与 え られ(も ち ろ ん 他

の市 民 権 を選 択 して これ を放 棄 す る こ と も可)9),ま た 植 民地 時 代 に発 足 して い た 議 会

に も って い た 別 立 て の 個 人 選 挙 権10)を 認 め る一 方 で,人 口比 に 対 応 して 平 等 とな る

よ うに,か つ て の 議 会 に 占 め て い た5名 の 代 表 権 は2名 に 削 られ る こ と と な っ た

(Davidson　 l　967:376-378)11も しか し,独 立 を 機 に そ れ ぞ れ に 国 籍 を もつ 国 へ と移 住

して い く人 々 もい た。

　 さ て,一 方 の ア メ リカ領 サ モ ア は,1900年 に 海 軍軍 政 が敷 か れ,1911年 に は正 式 に

ア メ リカ領 サ モ ア の名 の下 に ア メ リカ合 衆 国 の非 統 合 海外 領 土(Unincorporated　 Ter-

ritory)と な った。 パ ゴパ ゴに は海 軍 の基 地 が 置 か れ,そ の 基 地 の 総 司 令 官 が ア メ リ

カ領 サ モ ア の知 事 を も兼 任 した(Gray　 1980(1960):107・ ・-108)。第 一 次 大 戦 後,西 サ

モ アに マ ウ運 動 が 起 こ った 頃,同 時 に ア メ リカ領 サ モ ア で も マ ウ運 動 が生 じたが,西

サ モ アの場 合 の よ うに 大 きな運 動 とな る こ とは な か った。 も と も とパ ゴパ ゴの首 長 た

ち は西 サ モ アほ どに 格 が 高 くな か っ た の で,そ れ だ け 主 権 を 主 張 す る の に 引 け 目が
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あったのであろうか。アメリカ領サモアの西サモアと比較 しての植民地統治の特徴は

次節で触れるとしよう。

　アメリカ領サモアはもともと平地がごく少なく,耕 地面積に限 りがあるため,自 給

自足経済には限界があった。海軍基地の存在はその意味では現地の人々にとって大 き

な現金収入の機会をもたらした。基地での軍属としての雇用や,そ こまでいかずとも

軍に関係した賃労働の機会も多かった。男性にとってはサモア人だけで編成された防

備隊(fitafita）の仕事,ま た女性にとっては新しぐできた病院での看護婦の仕事は,

あこがれであったに違いない。太平洋戦争の中でサモア諸島は戦地から遠かったが,

防備のために基地は増員され,西 サモアでは飛行場の建設が進行 した。ツツイラ島の

なかでもパゴパゴは,基 地の町として現金経済化が進行していた。

　 このような基地に依存 した経済に破綻が起きるのは,第 二次大戦後の1951年 に合衆

国政府がもはやパゴパゴ湾の基地は役割を終了 したものと見なし,ハ ワイのパール ・

ハーバーに基地を移転した時点である。この移転をきっかけとして,ア メリカ領サモ

アからハ ワイや合衆国本土への移民の流れが形成され(皿 節に詳述),ま たアメリカ

の陸海軍へと志願する若者が増加 していった。

　 1960年 になると,そ れまでの6年 間の準備期間を終えて,ア メリカ領サモアにも憲

法が制定される。 しか し,相 変わらず知事が連邦政府の任命であったことは,こ の社

会にいまだ自治の能力を認めていない中央政府の認識を示 していた。基地の移転後,

経済開発からとり残 されていたアメリカ領サモアであるが,1961年 には,様 々な障害

を取 り除いて開発を行 うために,連 邦議会か ら特別予算を得て,大 規模な開発が開始

された。道路,港 湾や,病 院などの公共施設の建設,電 気 ・下水の設置,空 港 ・ホテ

ル等の観光施設の開発,魚 類缶詰工場の誘致等々が行われた。1978年 には知事公選が

ようや く開始され,1988年 より,連 邦下院に投票権をもたない代表を送っている。

　 西サモアが南太平洋初の独立を達成したのに対 し,ア メリカ領サモアは未だ独立し

てはいない。アメリカ領サモアの独立について,公 の場で議論されることはほ とんど

ない。また西サモアの側から統一の話題が出ることもたまにあるが,あ ま り実現性の

ある話として議論 されることもない。アメリカ領サモアのリーダーたちは,む しろ合

衆国の制度的枠組の中での地位向上に目を向けている。合衆国国民ではなく市民 とし

ての地位の獲得12)や,さ まざまなアメリカ国内で適用 となっている社会保障制度の

適用,准 州や州へ の昇格 といった課題に大 いに興味を もっているといって よい

(Faleomavaega　 1995)。
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Ⅱ　植民地支配 と首長制 ・土地所有

　植民地分割に先立つ1889年 のベル リン条約において,列 強国はサモア人の土地保護i

を政策に謳 うと同時に,サ モアで頻発 していた土地問題を処理する土地問題委員会の

設置を定めた。

　まず,サ モア人が自給自足経済を継続するに必要な土地を確保するために,以 後の

土地取引を禁止 した。 しか し一方で,土 地問題は列強国市民である入植者にとっても

大きな問題であった。もともと土地私有の観念が希薄だったこの地域での取引は,缶

詰やタバ コなどと引き代えに土地をとりあげられたサモア人がいる一方で,そ の土地

に権限のないサモア人にそ うしたものをだまし取 られたケースも数多く,二 重三重に

売買することもあった。これらの土地問題は多 くの係争を生み,国 際問題 も引き起こ

していたのである。ベル リン条約により設置された土地問題委員会では,白 人入植者

の土地所有をすべて検討 して,正 当と認められるもののみに登記を認可した。このと

き,提 出された書類に記載されてある土地の総面積は,何 とサモアの全面積の2倍 に

ものぼった(Davidson　 1967:64)。 土地問題委員会は,土 地が権限をもつサモア人に

よって売却されたものかどうか,ま た土地が既に十分活用されているかどうか,を 厳

密に調べた結果,入 植者の所有する土地として登記が認められたのは,全 土のわずか

8パ ーセン トにあたる面積の土地だけであった(Gilson　 1970:410-411)。

　現在の西サモアの土地所有は,こ の国際的政策を反映 して,い わゆる伝統的土地所

有が国土の81パ ーセン トを占める。この土地は,ま だ未開墾の土地(い ずれかの村に

帰属)を 除いて,原 則的には各親族集団に帰属 している。親族集団はそれぞれ宅地 ・

耕地を有 し,親 族集団の下で生活する各世帯はこれ らの土地の使用権を分け合って暮

らしているのである。一方,こ れ以外は,11パ ーセントが国有地,4パ ーセン トほど

が半官半民の農業公社の所有であり,売 買可能な土地はわずか4パ ーセン トのみと

なっている(Western　 Samoa,　Govemment　 1987:31-32)。

　西サモアの集落はほぼ例外なく沿岸に位置 し,そ の後背部が耕地となっているが,

村の土地の大半は未開拓地であった。慣習により,村 の一員である限 り,村 所有の未

開拓地を首長会議 の許可を得て開墾 した者は,そ の土地を所有することができる

(Mead　 1969(1930):72)。 この慣習によりかつて,人 口増加の著しい親族集団の若者

たちは開墾 して土地不足を補い,そ の土地を子孫に残すことができた。一人の人間が

開墾できる面積とい うのはしれているから,そ のようにして人口増加にあわせ耕地は
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わずかつつ増えていくようになっていた。またいったん開墾してもあま りに長 く休耕

が続 くと次第に所有者は忘れられてしまうこともあったに違いない。 この方法ででき

た開墾地は親族集団全体に所属するのではな く,特 定個人に所属するが,長 い 目で見

ると,そ の個人の子孫に受け継がれていくうちに最終的には親族集団内の特定の分枝

に属すものとな り,や がてそのような分枝が独立の親族集団になっていくこともあっ

た。

　 しか し,近 年この伝統的制度は多分に変容にさらされている。S。　W。　Tiffanyが,

親族集団の労働力を動員して広大な村有地を開拓 してココア ・プランテーションを作

り上げた企業家の存在を報告 したのは1970年 代である(Tiffany,　S.W.1975)が,同

様の手法を使って広大な私有地をものとする企業家は西サモアのあちこちに出現 して

いる。彼らは親族集団の リーダーとなるべき高い位の首長名を獲得 して親族集団の労

働力を動員することもあるし,ま た最近では労働力に.対価を支払 う方法で解決す る

ケースもしぼ しぽ見 られ る。最近西サモアの土地及び土壌調査を行 ったWardは,

この開墾が耕地を増やすというよりはむ しろ個人の所有地を増やす目的で近年大量に

行われるようにな り,焼 畑が野放図に作られた結果 として西サモアの土壌が劣化する

傾向にあると警鐘を鳴らしている(Ward　 1995:86-92)13も

　 さて,い わゆる私有地のカテゴリーにある土地の相続はどのようになっているだろ

うか。これら私有地はかつて西欧系 とされる人々により主に相続されてきたが,現 在

ではそれらの人々も混血 してその親族関係はサモア系とさして違いはない。またサモ

ア系の人々も財産さえあれぽ私有地14)を入手することが珍 しくな くなってきた。私

有地 といってもこれらの土地は所有者の子孫によって共同所有されるケースが増えて

きている。近年,乱 開発された 「伝統的」所有地に しても,い ずれは開発者の子孫に

共同所有される傾向が強いと考えられる。

　 一方,土 地保有の中心である親族集団の リーダーシップは,集 団に固有の首長称号

名を授与された者がとる。出自を父母双方に辿ることのできるサモアで,親 族集団は,

保有する土地に住む成員のほかにそこから婚出した人の子孫も外部成員として親族集

団に関わることができ,ま た場合に よってはそこにやってきて住むことも可能であ

る15も親族集団内でこの首長称号名の授受は慣習により行われているものの,長 子継

承 といった一義的なルールがなく,新 しい称号保持者が必要になるその都度,親 族集

団の内部成員も外部成員も共に集 う集会によって全員の賛同を得て選出されなければ

ならない。この首長称号の継承においては,し ばしぽ親族集団内の争いごとともな り,

高位称号の場合には,二 派に分かれてそれぞれが異なる継承者を指示し,多 くの人々
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が巻き込まれて争 うということも見られた。

　植民地政府はいち早 く,継 承ta介 入して秩序を維持するために,1903年 に土地称号

委員会(Land　 and　Titles　Commission)を 設けた。土地所有の問題でもめごとが起 こっ

たとき,ま た,親 族集団内で称号名の継承者を決めることができないとき,当 事者の

一人の訴えにより裁判を行った。またそれと共に,西 サモアの首長称号すべてについ

て登録を行 うこととした16も称号の継承については,親 族集団がふさわ しい者を選び

出すと,伝 統に則った称号就任式を行い,そ れを土地称号委員会に届け出,委 員会は

それを官報に掲載し,人 々の間に異議がないのを確かめると,そ の継承を登録するの

である。

　 この土地称号委員会は,ニ ュージーラン ド統治となってもやは り受け継がれ,1937

年には土地称号裁判所(Land　 and　Titles　Court)と なった。 これはさらに,独 立後の

西サモア政府にも引き継がれている(Tiffany,　S.　W.1974:37-38)。 この委員会や裁

判所の裁判の原則は,慣 習に則ったものとなっていたために,SchultzやMarsackな

ど長官を務めた人のなかには,サ モア慣習法についての研究を執筆 した人もいる17も

これら著作の大きな目的は,裁 判のガイ ドラインを形成することであった。

　サモアの首長 システムにおいて特徴的なのは,称 号名の継承者を1名 に限定せず,

数名が共同で称号名を継承できることである。もちろん,む やみに同名の称号保持者

が増えることは,リ ーダーシップの関係からも称号名の稀少性とい う意味で望 ましい

ことではないので,そ れが野放図に行われていたということではあるまい。 しか し,

首長称号名の由来する村ではな くよその村においても,称 号名保持者がmonotaga

といって一定の財や食料の分配を行って,そ の村の首長会議(fbno)へ の参加を認

めてもらうという制度があ り,こ れを通 じて称号名がよその村にも足がか りを作 り枝

分かれ していくということがしばしば行われていた。多 くの村に同名の称号が分散 し

ている状況はこの制度を通じて拡散 した証左 と考えられる。また,様 々な理由で,同

じ村のなかで高位首長称号名が親族集団の分枝毎に複数存在していることもしぼ しば

ある。この分枝の形成は様々な状況から,近 年生 じたものではないと推定できる場合

も多い。こうした称号名の複数化は称号分割ない しは称号分裂(title-splitting)と呼

ぼれているが,ニ ュージーラン ド統治下の土地称号裁判所は,親 族集団内での合意の

ある限 りこれを認める方針で処理を した(Marsack　 1961:6)。 またこれは,い ったん

減少して2万 人程度まで落ち込んでいた人 口が,ニ ュージーラン ド統治開始の頃から

増加に転 じ,現 在では16万人にまで及ぶようになったのであるから,ニ ュージーラン

ド政府は人 口増加に対する一・定数の首長を確保する方法とも考えていたかもしれな
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い 。

　一方,西 サモア議会が形成されて以来,そ の選挙制度の大枠は独立後も維持 された

わけだが,そ れは,称 号保持者のみが称号の属す選挙区において立候補し,そ れに称

号保持者のみが投票するとい う制度であった。既に独立以前から,この制度を楯にとっ

て親族集団内で多 くの称号を授与 して投票者を増や してその親族集団出身の候補者を

当選させようとい う動 きが存在 していたが(Marsack　 l961:6),こ の動きは独立後 ま

すます強まることになる(Tiffany,　S.　W.1975:95)18も 本来なら称号保持者 として相

応 しいとは考えられていなかったような年若い男女や,果 ては子 どもまでが,称 号授

与の対象となった。その際に必要 となる膨大な称号の数は称号分割を行 うことによっ

て確保されたのである。 こうなると,そ の制度に則って得票を増やした候補者に対抗

するには,同 じ方法を用いるしかない。称号を増やす傾向は,西 サモアのあちこちに

飛び火のように広がっていった。また,単 に選挙対策ぼか りでなく,称 号の増加が一

定の傾向となると,親 族集団内の分枝間の称号保持者数のバ ランスをとるためにもま

す ます分割が盛んに行われ る ようにな った(山 本1989a:321;Yamamoto　 l994:

190)。

　称号分割を促進した要因はさらに,称 号保持者間の役割分化にもあるだろう。親族

集団のもともとの村で土地を守 り親族集団の名誉を守る称号保持者は必ず必要である

が,そ れ以外にも,親 族集団の名誉を守るために,頻 繁に行われる儀礼交換の場で立

派な交換を行 うためには現金が確保されねぽならず,そ の現金供給源としてアピア市

でビジネスをした り賃金を稼いだ りする親族集団メンバー,ま たニュージーランド,

アメリカ領サモア,合 衆国などで働いて送金をしてくるメンバーが必要である。これ

らの人々の親族集団への貢献に報いるための称号名の授与は近年頻繁に行われ,こ れ

が称号分割の原因のひとつとなっているのである(Yamamoto　 l994:192-193;山 本

1996:143-145)。

　独立後30年 近 くたった1990年,称 号分割が選挙制度によ り生じているとい う議会調

査委員会報告(Western　 Samoa,　Parliament　l　979)に 基づき,西 サモアでは国民投票

により憲法が改正され,21歳 以上の市民すべてに選挙権を与える普通選挙の制度が採

用されることとなった。本来は首長称号保持者の権威を保護する政策 として採用され

た特別な選挙制度が,称 号分割のあまりの激しさに,今 度は首長システムをその選挙

制度から守る目的で廃止されたのである。

　一方のアメリカ領サモアの場合,統 治の特徴は西サモアと比較してどのようだった

か。土地制度の場合,ア メリカ領サモアの土地開発を行 う圧力は西サモアに比べてずっ

357



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 '国立民族学博物館研究報告別冊　　21号

と低かったためか,ベ ルリン条約による土地所有権の裁定がお りた段階では,95パ ー

セン ト前後の伝統的土地(ア メリカ領サモアの場合,共 有地 と呼ぼれる)が 存在して

いた(Keesing　 1934:266)。 しかし,　W.　W.　TiEanyに よれぽ,高 等裁判所(the　High

Court:西 サモアの土地称号裁判所に当たる役割 も果たしている)が 伝統的土地にも

個人所有を認める方針をもっていたために,土地所有の個人化が進行 しているという。

個人の権利を守るという理念はいかにもアメリカ的であったが,取 得時効(adverse

possession)と い う土地所有の既得権の認知は既にベル リン条約下の土地問題委員会

の方針19)で もあ り,こ の理念に基づけば,土 地を実際に利用 している個人に有利に

働 くことになる(Tiffany,　W.　W.1979;1981)。1986年 までの土地登記の現状を見る

限 りでは,厳 密な意味での親族集団の共有地は現在89パ ーセントほどに減ってきてお

り,登 記上私有地の他に個人所有地というカテゴリーが存在 しているのである20も

　 しかし一方,本 来自給 自足経済に限界のあるアメリカ領サモアでは,と りわけ近年

の賃金生活者や本土での勤務を引退 して帰郷する人々の宅地 としての需要ののびが著

しい。アメリカ領サモアの場合,新 しい土地を開墾してその所有権が個人に帰属する

ことを登記する制度は上記のように早 くから活用されていた。アメリカ領サモアでは

さらに,こ の土地が個人に帰属する場合,個 人の裁量で他人に譲渡することが実質的

に行われている。未開拓の村の共有地がその村に帰属する個人によって開発され,全

くの他人に譲渡されるケースは,近 年宅地の需要に伴い急増 している。特に,空 港に

近いタフナ村では,こ うしたかたちでの宅地の増加が著しく,ア メリカ領サモアの土

地問題を研究 したStoverは,こ の実態を報告している(Stover　 1990)。

　合衆国政府のサモア社会に対するスタンスは,王 や貴族を未だ温存 しているイギ リ

スのかつての植民地ニュージーラン ドのそれ と比べた時に興味深いものがある。もと

もと植民地経営に積極的ではなかった合衆国の植民地統治は,原 則を欠いたア ド・

ホ ックな政策により行われ,ま た統治に関わ る役人 も一流とは言い難か った,と

McFersonは 述べている(McFerson　 l997:112)。 このアンビヴァレン トな植民地統

治に対する態度は,人 種問題を抱えたアメリカ国内の統治政策とも深 く関わっている

のである。

　サモア社会固有の首長制を,合 衆国政府は自らの政治理念とな じまないものと見な

す と同時に,社 会進化的思考に立ち,サ モアの社会システムを遅れていると考えてい

たようである。そもそも貴族制のようなシステムをもたず,あ るいはそれを乗 り越え

て,原 理的には万民平等の立場を貫 く合衆国の理念 と,サ モア人の社会制度は水と油

であった。そのためニュージーラン ドが考えたような間接統治の仲介者 として首長称
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号保持者を利用するのに合衆国政府は抵抗があった。また一方で,西 欧人や混血サモ

ア人がこの制度を悪用す ることにも用心していた。合衆国国内の人種カテゴリーでは,

黒人と白人の混血はあ くまでも黒人であ り,中 間層を作ることはなかったが,合 衆国

の植民地統治においても混血 を仲介者 として使 うことは しなか った(McFerson

1997:114)。 民主主義を政治的発展の最後の成果として位置づける合衆国政府は,サ

モア人のメンタリティを鑑みてその現在の制度を消極的に認めつつ,や がてはサモア

人が民主制という 「より発展した」政治制度に移行するよう望んでいたと思われる。

合衆国政府の作った土地称号裁判所は,称 号分割を認めておらず,そ の主 目的は現状

維持であったが,ま た同時におそらくは称号保持者の増加を望ましいものとは考えな

かったのかもしれない。また制度の現状維持のため,現 地に居住しているかどうかを

厳 しくチェックし21),さらに称号保持者はサモア人の血を3分 の4以 上22)も つもの

とした。このようにして,こ の制度がより活性化するのを避け,ま た同時に白人によ

る悪用を避けたのである。

　現在のアメリカ領サモアの首長制は,首 長称号の稀少性が守られているという意味

においては,西 サモアの首長制よりも伝統に沿ったものである。 ツツイラ島がかつて

アツア地方の一部 としてTuiatuaの 支配下にあったために,ア メリカ領サモアの首

長称号名は西サモアの側からはあまり高い地位にあるものとは見なされていないが,

アメリカ領サモア内での称号名の稀少性は守 られ,そ の位階構造はきちんと序列化が

されている。また,西 サモアの称号名をもつ人々は,様 々な人々が集 う場面でそれな

りに称号名保持者である客人 としての扱いを受けるものの,ア メリカ領サモアの全域

で,称 号名の原籍である村以外でmonotagaを 行って称号の権威を認めることが,

東西いずれの称号名に関しても行われていないゆえに,そ の構造はますます確立され

たものとなっている。

　 しか し一方で,海 外での称号保持を厳しく規制 しているために,合 衆国のアメリカ

領サモア人移民コミュニティでは儀礼を行うときに必要 となる首長称号保持者を恒常

的に欠 くことにな り,そ のためきわめてインフォーマルな形での首長称号保持者が存

在している。彼らは,本 国の親族のなかに正式の称号保持者をもちながら,そ の代理

人として移民社会で首長の役割を果たす。それは,移 民社会のなかでの暗黙の了解に

基づく地位であり,本 国の土地称号裁判所とは関係のないものとなっている。正式の

称号名就任式を行わないまま,移 民 コミュニティの名士 として,様 々の機会にその出

身親族集団の最高位首長称号名で挨拶され,そ の名で呼ぼれているのである。これは,

あたか も西サモア系移民に関 して称号分割により海外での称号保持がたやす くなっ
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て,移 民社会での称号保持者 として儀礼等において必要な活動をこなしているのと実

質的には同等の機能を果たしているといえよう23も

　アメリカ領サモアの称号は,あ る時点での構造を守 り,新しい称号の増加鋤 を行っ

ていないため,稀 少性を守るという点でその権威は西サモアと比べて大層高 く保たれ

ている。また,称 号の権威をその称号の属する地域を離れても認める制度をサポー ト

しないため,権 威の高い称号名を数多く分割 している西サモアの称号名保持者に対 し

ては防御網を張っていることになる。つまり,ア メリカ領サモア内での称号名の構造

を守る仕組みができあがっているのである。その権威は,も っぱらアメリカ領サモア

上院の選挙には有効である。上院は,選 挙権は21歳以上のすべての市民がもっている

が,被 選挙権は首長称号名保持者に限定されている25もそこでは,地 域で高位の称号

名保持者が選出される傾向が高 く,ま た高位の称号名保持者が閣僚の多くを占める傾

向がある。また,儀 礼における称号名の格式 も,か な りの程度守られているように見

受けられる。

　しかし,そ の一方で,地 縁組織,す なわち首長会議(fbno)26)の 活動については,

見るべ きものがないのが現状である。筆者は,会 議が開催されるという話を聞き,会

場に言 ってみたが,結局集まる人数が極端に少なかったために散会となってしまった。

その他の村々でも,あ まり首長会議が開催 された様子はな く,地 縁共同体としての村

を維持するための首長会議はもはやほとんど機能 していないと考えた方がよいようで

ある。ちなみに,西 サモアではしぼ しば首長会議が村の成員に課す,祈 薦時間の外出

禁止令や服装 ・身な りに関する規則といった ものは,ア メリカ領サモアではついぞ聞

くことがなかった。結局称号名の権威は村の日常生活そのものか らはやや乖離してい

るといえよう。

皿　経済格差 と移民

　西サモアもアメリカ領サモアも,第 二次大戦後に海外移民が急増 した。

　西サモアか らの移民は,ま ず戦後宗主国ニュージーラン ドへの出稼ぎ労働が盛んに

行われることで始まった。主 として年若い男性,ま た後には女性も盛んに出稼 ぎに出

かけた。 ニュージーラン ドでは戦後になってようや く工業化が始ま り,マ オ リ人がそ

れまで居住 していた地方の村々から都市へと移住 して,そ うした工場の労働者になっ

ていったのと同じ時期に相当する。マオ リ人だけで足 りない労働力は,ト ケラウ,ニ

ウエ,ク ック諸島,トン ガ,そ して西サモアなどから充当された。
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　当初出稼ぎが主であった西サモアか らの移民も,や がて出稼ぎから定住へと向か う

人々が出て,移 民コミュニティが形成されてい くと,初 めから永住の地 としてニュー

ジーラン ドに入国する西サモア人が増加 してい く。ニュージーラン ドで家庭をもち,

共稼ぎを続けながら子育てをして生活が安定 した夫婦は,故 郷の年若い弟妹や甥姪に

仕事を見つけて呼び寄せ,家 に下宿させて面倒をみることも多かった。独身の男女は,

両親への送金に励み,既 婚者はもはや自分たちは思 うままに送金はできないが,そ の

送金する若い人たちをサポー トする,と いうパターンができあがった。

　 しかし,ニ ュージーランド経済の不調によりやがて労働力も過剰とな り,独 立国と

なった西サモアや トンガからの移民には割 り当て制度ができ,や がて割 り当てもなく

なって,現 在は親族呼び寄せ しか可能ではない。以前に比べ出稼ぎや移民は難 しい状

況になってきている。しか し,既 に移民コミュニティが成立している以上,出 稼ぎや

移民を水際で完全に阻止するのは難しい。既に永住権を得た り,ニ ュージーランド市

民となったサモア人は,故 郷の年老いた両親や独身の弟妹や甥姪を呼び寄せるなどし

たし,ま たそれら家族形成期にある移民たちの自然増加もあ り,サ モア人人口は国勢

調査の度に着実に増加している。1991年 国勢調査では86,000人であったが,1996年 調

査に際 しては112,000人 を数えている(New　 Zealand,　Statistics　1998:9-10)。 現在で

は割 り当てもなく,家 族呼び寄せも大変難しい状況にあるが,そ れでも移民コミュニ

ティは拡大 してきている。

　出稼ぎで得た収入は,故 郷へと送金した り,ま た帰国するときに携えていった りし

た。故郷では次第に市場経済が浸透 してい く時期で,ま た教会の建て替え工事や西洋

式住居の建築などにその稼ぎの多くが投 じられた。現在では出稼ぎというよりも移民

の送金であるが,こ れも西サモアの外貨獲得とい う意味では,輸 出をはるかに凌駕し

ているのが現実である(Yamamoto　 1994:181)。 サモア移民の送金は月々着実に送る

とい うよりは,故 郷で何か物い りがあった り,ク リスマスなどの行事にともなうもの

がほ とんどであるようだ。特に,故 郷の親族集団で大きな儀礼交換が必要 となったと

きに,そ の現金部分を移民の送金でまかなうというかたちが一般化している。

　 アメリカ領サモアで移民の発端となるのは,海 軍の移転である。戦後,戦 略上パゴ

パゴの軍港としての役割は終了したということで,1951年 には海軍がパゴパゴを撤収

し,ハ ワイのパール ・ハーバーに移転 した。 この移転にともない,127人 のサモア人

兵士 と軍属,そ の家族257人 がパール・・一バーに移動 した(Born　 l968:456)。 この時

点で,ア メリカ領サモアの軍政は終了し,統 治は内務省の管轄となった。このアメリ

カ領サモア人の大量移民は,さ したる産業 もなく,ま た耕地の都合上自給自足経済に
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戻ることもままならなかったこの地に,い っぺんで移住熱をもた らすこととなった。

この次の年には,958人 のサモア人がホノルルへ と渡った。この中に含まれていたの

は,先 に移住 したサモア人の家族 と新たに入隊する若者,さ らに先に移住 した親類縁

者をスポンサーとする出稼 ぎ者や移民たちだった(Born　 1968:456)。 こうして,ア

メリカ領サモアから本土への移民の恒常的な流れが生 じた。多 くの若者たちは,大 し

た就職口のないこの島を離れ,ア メリカ本土へ働きにいった。アメリカ領サモアでは

ますます自給自足のための労働力を欠 くこととな り,送 金に依存 した経済が続いた。

さらに親族のつてを辿って,西 サモアから合衆国に移住する人も少ない数ではなかっ

た。

　約10年 ほどの 「忘れられた年月」を過ごした後,ア メ リカ領サモアは再び脚光を浴

び,連 邦政府による経済イン フラの整備や,大 資本の缶詰工場の設置などの大型経済

開発が始動する。これはケネディ時代に始まる太平洋政策の見直しに伴 うものだった。

　缶詰工場は,遠 洋漁業とともに始まったが,ア メリカ領サモア人は後者の仕事には

慣れず,漁 業の仕事は海外か らの出稼ぎ労働力に頼 った。初めは日本本土の日本人が,

やがて沖縄の日本人,そ して台湾や韓国の漁船員がこの仕事に就いた。アメリカ領サ

モア人に期待されたのは,缶 詰工場での工程であったが,実 はこの仕事です らも結局

本土の賃金の方が高いので,ア メリカ領サモアの若者を惹きつけるには至らなかった。

したがって,缶 詰工場の労働力として,西 サモアや トンガか らの移民労働者の雇用が

多 くを占めた。缶詰工場の賃金は,合 衆国の最低賃金があてはまるものではないが,

やは り領土内であるために,合 衆国の賃金に準 じるものとなっている。したがって,

合衆国の国民27)であるアメリカ領サモア人は,自 由に行け る合衆国本土で働 くこと

を好み,ま たそれが比較的簡単に実現するが,合 衆国に自由に出入 りすることのでき

ないアメリカ領サモア近隣の諸国(西 サモア,ト ンガなど)の 人間から見れぽ,そ の

賃金は極めて魅力的といえる28も

　 このようにして,ア メリカ領サモア人が どんどん合衆国に移住 してい くために労働

力不足 となっているニッチに,西 サモアや トンガからの労働者が入 り込んでいく傾向

が恒常的に続いている。缶詰工場や建設現場がこうした労働者の主たる仕事場である。

また,数 は限られるが政府部内などで若干必要 としている専門職にも西サモア人が食

い込んでいる。とりわけ,西 サモア人にとってみれば,親 族 ・姻族などの縁者が住み,

言語 ・文化に隔た りの少ないアメリカ領サモアは理想的な移住地域 といってよい。

　仕事 さえあれば労働 ビザも降 りやすい一方で,し かし,外 国人が永住権をとるまで

には20年 の継続 した居住が必要なので,多 くの外国人は定期的にビザ更新が必要であ
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る。こ の よ うに不 安 定 な身 分 が 改善 され るの は,ア メ リカ領 サ モ ア 人 との結 婚 で あ る。

また,ア メ リカ領 サ モ ア に親 族 集 団29)が 存 在 しな い場 合 は,こ れ が 土 地 を 手 に入 れ

る き っかけ で もあ る し,こ れ に よ り合 衆 国 に移 民 す る こ と も容易 とな る。 また,4年

間 の 合衆 国 内居 住 を経 過 して市 民 権 を 得 る と,さ ら に西 サ モ アか らの親 族 呼 び寄 せ も

可 能 と な る。 合 衆 国 内 の サ モ ア人 は,1990年 国 勢 調 査 で63,000人 を 数 え る(Barrin-

ger,　Gardner&Levin　 l　993:274)が,1980年 国 勢 調 査 で の ア メ リカ領 サ モ ア生 まれ

の 住 民 に 対 す る 西 サ モ ア 生 まれ の 住 民 の 比 率 が お よ そ3対4で あ る(Barringer,

Gardner&Levin　 l993:286)こ とか ら考 え る と,こ の経 路 で の移 民 が 相 当 数 あ る こ

とを 示 唆 して い る。

　 しか し,こ の よ うな 権 利 上 の差 は,あ る種 の差 別 意 識 を生 じさせ て い る。 ア メ リカ

領 サ モ ア人 は,西 サ モ ア人 との つ き合 いの な か に常 に利 用 され てい るの では な いか と

い う猜 疑 心 を持 ち込 ま ざ るを得 な い し,ま た 西 サ モ ア人 は常 に相 手 に見 下 され て い る

とい う意 識 を払 拭 で き な い。 と りわ け,ア メ リカ領 サ モ ア警 察 で の 西 サ モ ア人 や トン

ガ人 に対 す る対 応 に つ い て は,現 地 で も差 別 的 で あ る とい う指 摘 が あ る(Pacific　 Is-

land　Monthly　 1993　July:18-21)。

　 宗 主 国 の違 い か ら,近 代 化 や 借 用文 化,経 済 実 績 な どに 開 きが で て きて い る が,そ

れ に加 えて これ ら差別 意 識 の存 在 は また,さ らに 両 サ モ アを互 い に異 化 して い く大 き

な要 因 で あ る。 合 衆 国 の サ モ ア人 は,ア メ リカ領 サ モ ア人 と西 サ モ ア人 との 双方 で,

通婚 もあ り,つ き合 い もあ りなが ら,ど ち らか を 主 体 と した コ ミュニ テ ィに別 れ て行

動 す る傾 向が あ る30も

　 移 民 の送 金 が 大 きな影 響 を もつ こ とに つ い ては 上 で 述 べ て い るが,こ の 送 金 と逆 向

きの 流 れ と して,サ モ アの 貴 重 財 で あ る イ エ ・ トガ(`ie　 tbga:細 編 み ゴザ)が 海 外

に 流 出 し て い る こ と に つ い て は,か つ て 報 告 した 通 りで あ る(Yamamoto　 1997:

74-75)。 この傾 向は 特 に,西 サ モ ア につ い て顕 著 に現 れ てい る。 と りわ け 最 近 作 成 さ

れ た 粗 悪 な ゴザ に関 して は 著 しい数 量 であ るが,そ れ 以上 に 骨 董 品 的 な古 い 由緒 あ る

細 編 み ゴザ が 現 在 では 数 多 く海 外 に 存 在 して い る こ とに も注 目 して お く必 要 が あ ろ

う。

　 また,称 号 名 に して も,海 外移 民 の 多 くが 西 サ モ ア の村 々か ら称 号 名 を授 与 され て

い る こ とは 注 目に値 す る。 そ れ が また,儀 礼 交 換 に 多額 の現 金 を 送 金 した移 民 の親 族

に対 して,親 族集 団 に対 す る貢献 を 認 め る もの と して,故 郷 の親 族 に は サ モ ア文 化 の

文 脈 にそ った もの な の で あ る。 しか し海 外 移 民 に 称 号 授 与 が で き るの は,そ れ ぞれ の

親族 集 団 内で 大 量 の称 号 分 割 を 行 って い るか らで,西 サ モ アの土 地 称 号 裁 判所 で称 号
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分割を一定の限度をもって認めるとい う方針があってのことだということもできる。

この称号名の分割は単に,西 サモア出身者ぼか りでなく,ア メリカ領サモアの親族に

対しても行われている。アメリカ領サモア人が直属する親族集団の事情から,称 号の

取得が難 しい時,西 サモアに縁故をたどって称号をもらうこともしぼ しぼある。これ

らの称号名の授与は,ア メリカ領サモアの村の首長会議等への参加は望めないが,称

号名保持者として一定の敬意を受けることができる。

　一方,ア メリカ領サモアの場合,土 地称号裁判所が,海 外での称号保持も認めず,

また称号分割も概ね承認 しないとい う方針があるので,海 外への称号名の流出は驚 く

ほど少なく,親 族集団を代表するような称号名は例外なく海外には存在していない。

しかし,儀 礼その他でコミュニティでは称号名保持者を必要 としているので,イン

フォーマルな称号名保持者が存在 していることについては,前節で述べた通 りである。

Ⅳ　儀礼の変容

　儀礼交換(fa'alavelave)は,サ モアの社会 ・政治 ・経済生活の上できわめて重要

なものである。現在サモア人は文化の客体化の中で,サ モア人 とはファアサモア

(fa'asamoa:サ モアの慣習,こ こでは儀礼交換を指す),を 行 う者であると定義する

ことすらある。ときに,海 外移民で儀礼交換に熱心でないサモア人を非難 して,「サ

モア人でない!」 と怒 りをあらわにすることもあるほどだ。

　儀礼交換が行われるのは,

　　第1群,結 婚(fa`aipoipoga)と それにまつわる儀礼群

　　第2群,称 号就任式(saofa'i)の と葬式(lagi,　maliu)

　　第3群,家 屋落成式(umusaga)と 教会落成式(fa'aulufalega)の

の各儀礼群で,こ れらの儀礼に伴い大量の交換財一 男財('otoa)と 女財(toga)

の交換が行われる。 この交換は,第2群 と第3群 にあっ、ては,儀 礼や建物の建築に関

わる地縁組織の儀礼首長たちや大工の棟梁に交換財の贈与が必要となる。儀礼の主催

者である親族集団はこの儀礼において大量の交換財が必要 となるが,そ れを助けるた

めに,主 催の親族集団に姻戚関係をもつ多数の親族集団が財を持ち寄 り,さ らにそれ

に対する返礼として,持 ち寄った財の幾割か(多 くは60パ ーセン ト程度)を 主催親族

集団が贈 り返す。 これを 目指 して大量の財のや りとりがなされるので,こ れら儀礼は

あたかも儀礼交換が交換の中心であるという印象をもたらすほどに派手なもののや り

とりとなる。また,儀 礼交換のための儀礼交換となっている1群 は,縁 組によって結
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びつくふたつの親族集団が以後の儀礼交換で協力関係を結ぶ 「契約」の儀礼 ともいえ

るもので,双方の親族集団に関わる多 くの親族集団を巻き込んで行われるのである(山

本 ・山本　1996:153-174)o

　 これ らは今日日常的に両サモアや海外移民 コミュニティで観察できる儀礼の様態で

あるが,こ れらがかつてより存在していたもともとの儀礼の形式であるかどうかは疑

わしい。 こうした大量の儀礼財の交換を誰にも可能にしているものとして,現 金の存

在が重要であることは,既 に指摘 した とお りである(山 本 ・山本1996:97-99)。 ま

た,主 たる女財である細編み ゴザの近年の生産が粗悪化 していることは重要である

(Yamamoto　 1990:86-88;山 本1996:146-147)。 かつてすべての女性が細編みゴザの

生産に従事 したとしても,1枚 数ヵ月から1年 が費やされたものが,現 在では3日 な

い し1週 間で生産されることを考えると,今 日出回っている細編みゴザの数量がかつ

てとは比べものにならないことは明らかである。

　 また,か つて儀礼の格式は首長称号の格式に大きく関わ り,ま た親族集団内でも首

長称号をもたない人や身分の低い人について,念 入 りの儀礼が行われたとは考えにく

い。 ミー ドの観察 したマヌア諸島の事例をみても,身 分の低い者の儀礼はごく簡素で

あることが伺える(Mead　 l　996(1930):96)。 　taupou(「 村の王女」称号)やmanaia

(「村 の王子」称 号)の 結婚式が多 くの人 々の関心を集め,処 女確認 の儀式

(fa'amaseiau)を 含めて盛大に行われるのに対 して,身 分の低い者の結婚には盛大

な儀礼が伴 うことはない。

　かつて,tulafale(儀 礼を司る首長)の 称号就任式で,細 編み ゴザを配 るというこ

とはなかったが,今 日では配る親族集団も多い。過去においては,格 式の低い首長称

号保持者が格の高い首長の前で交換財を派手にとりかわす儀礼を行 うことははばから

れた。またそれだけの交換財を集めるネットワークは,首 長称号名の格に依存してい

たので,実 質的にそれは難 しかった。しかし,今 日では移民親族か らの送金を背景 と

して,現 金を多 く使 うことができるかどうかが,交 換する財の量 と大きく関わってい

る。 この傾向は,現 金のあるところでの儀礼の規模が大変に大きいことでも裏付けら

れよう。

　一体にアメ リカ領サモアでの儀礼交換の規模はすさまじい(Yamamoto　 1997:70)。

移民も含めたサモア人の中で平均的収入がもっとも多い合衆国内に居住するアメリカ

領サモア人の間で,相 当大がか りな儀礼交換が営まれることもあるが,合 衆国内に居

住するアメリカ領サモア人が高位称号名を保持することは考えられないので,や は り

アメリカ領サモアの儀礼規模には劣る。またニュージーランドでもアメリカ領サモア
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と比べるとその規模は劣るが,西 サモアの一般的な儀礼交換よりは大きな規模 となっ

ている。ただし,こ ちらも高位称号保持者については,ニ ュージーランドで亡 くなっ

ても遺体を本国まで移送 して葬式が営まれた り,後 にニュージーラン ドに葬られた遺

体を儀礼を行って本国に埋め直す こともある。称号就任式については正式なものは称

号の属す本国の村で行うのを常 としているので,こ れは移民社会では大 した規模では

ない。

　儀礼交換の規模に平行して,儀 礼内容の変容も大きい。 アメリカ領サモアの儀礼で

は,西 サモアには見られないようないくつもの事項があるが,そ れは一言でいって儀

礼のショーアップととりわけその中で強調される親族集団の交換である。

　儀礼のショーアップの側面にはラウド・スピーカーの使用,大 きな儀礼のテ レビ放

映,儀 礼の主役のお色直しともいうべき着替え,等 々がある。その中で大きく演出さ

れるのは,親 族集団の儀礼に対す る貢献である。一例をあげてみよう。

　 1993年に行われたアメリカ領サモアのある高位首長の称号就任式で大きくクローズ

アップされていたのは,外 部親族集団の貢献である。 この就任式の主役は,父 親の親

族集団の村の最高位称号に就任 した。儀礼は父親の親族集団を主催者として行われた。

そこに就任者の母親の親族集団,就 任者の妻の父親の親族集団,妻 の母親の親族集団

がそれぞれにチ ャーターしたバスや小型 トラック等々で大量の細編みゴザを携えて

やってきた。訪問者となる親族集団は,そ れぞれに山積みにした細編み ゴザを主催親

族集団と交換する。その次第は,ラ ウドスピーカーのアナウンスにより村中の知ると

ころとなる。訪問者の各親族集団からはそれぞれさらに就任者とその妻のお揃いの生

地でできた衣装一 就任者にはlavalava(腰 巻き)と妻にはタウポウ用の短いワンピー

ス31)一 がプレゼン トされ,新 しい衣装に着替えてその都度踊 りを一曲踊るのであ

る。

　そのあと,振 る舞いの食事等々があり,称 号就任者にとっての初めてのカヴァ儀礼

が催される。カヴァを作るために,蜘 ρ碑 と 〃励 伽 の扮装をした年若い男女(女

性は称号就任者の娘,男 性はその親族)が 登場 し,女 性がカヴァを作 り男性がそれを

配る。

　一部始終を録画 していたサモア公共放送の職員は,最 後に新 しく首長位を継承 した

男性とその妻にインタヴューを行 った。このような催 しに呼ぼれて録画を行い,編 集

して放映することはしぼしぼあるとのことだった。

　この儀礼の一部始終を観察 して,か つて筆者が西サモアで観察 した称号就任式と比

較して著しく異なる部分は,親 族交換が全面に出ていることである。西サモアでも称
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号就任式で親族交換が重要であることに変わ りはないが,そ れはあくまでも本来の儀

礼で必要な財を集めるためのものである。西サモアではそれは,い わぽ儀礼の陰の部

分として儀礼に先立って親族のみの見守る中で行われる。それが,ア メリカ領サモア

では儀礼の主な前段として位置づけられ,大 勢の見守る中で4つ の親族集団がそれぞ

れに競い合 うかたちで交換がなされるとい うのは大変印象的であった。

　また,称 号就任者の妻が就任者 とともにいわばペアの形でクローズアップされるこ

とは西サモアではなかった。確かに夫が称号を継承することは妻にとっては大きな出

来事であるが,妻 は表舞台ではなく裏方に徹するのが西サモアのや り方である。同時

に,taupouとmanaiaが ともにペアを作って儀礼に関わるというのは,兄 弟姉妹間

の忌避関係の強い伝統的サモアの思考の うちには見いだ し難い儀礼のスタイルであ

る。また,西 サモアでもサモア社会の過去を記述するかつての文献でも大変重視され

ているカヴァ儀礼でのツラファレの演説は,こ こでは形式も踏まずところどころ冗談

の入るもので,そ こに厳粛さを感 じることはできなかった。アメリカ領サモアの儀礼

がこのようにサモアの慣習を換骨奪胎 してショーアップを図る新 しい 「伝統の創生」

を行っていることは実に興味深いものがある。そのようなショーアップはそれな りの

要請があって行われていることであろ う。しかしそれはまた,ア メリカ領サモアでの

儀礼の伝承者が確実に減少していることをも同時に意味 しているのである。

お わ り に

　こうして西サモアとアメリカ領サモアの社会と文化を概観 してみると,様 々なこと

がわかってくる。一言でいえぽ,双 方ともに同 じ社会組織 と文化を共有していたこと

を考えると,異 なる宗主国をもったという両国の歴史がいかに大きな意義を生成 して

いるかとい うことが理解できるのではあるまいか。

　まず,そ のような異なる植民地化の歴史から生 じる社会経済的落差とい うことが強

調されるだろう。先進諸国の中でも決して条件が よいとはいいかねるニュージーラン

ドを宗主国とした西サモアは,独 立を経て後,ニ ュージーラン ドとの関係も維持 しつ

つ,隣 のアメ リカ領サモアとの特別な関係を利用 して合衆国移民やアメリカ領サモア

そのものへの移民の可能性を模索 しつつある。一方のアメリカ領サモアはニュージー

ラン ド在住のサモア人がほとんど西サモア出身者であるのに比べ,合 衆国在住のサモ

ア人の半分が西サモア出身であるのはそ うした事情である。

　そのような社会経済的な背景は両者の出会いに必然的に影を落としている。アメリ
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力領サモア人は,利 用されるのではないかと疑心暗鬼になる一方で,差 別されている

とい う実感を西サモア人はもたざるを得ない。西サモア人にとっては伝統文化を保持

しているという意識が誇 りであるが,そ れさえもアメリカ領サモア人は,儀 礼の際に

何かと慣習を盾にとって財を手元に集めて帰る西サモア人を連想 してしまう。何のか

んのいっても,彼 らの目的は金だろう,と いうわけだ。だから互いが他方の親族に出

会ったとき,表 面ではにこやかにしていても,心 からうち解けることは難 しいように

思える。

　 また,ア メリカ領サモアの親族の土地の片隅に許可を得て住んだ り,親 族全員が合

衆国本土へと移民してしまったあとの留守宅を守る西サモア人もいる。二級親族 ・二

級市民 として甘んじているのが実体といえよう。差別が日常化 しているのは主にアメ

リカ領サモアの場合である。

　 この経済格差を,双 方のサモアを統一 して解消 しようという動きはない。双方のサ

モアの統一が議論されることはあっても,あ まり双方ともにまじめに取 り組む意志が

あるとは思えないのである。

　 これは,ア メリカ領サモア人にとってまず利益のある話ではない。独立すべ きであ

ると考える人がいないわけではないが,現 在受けている恩恵すべてを捨ててまで独立

するメリットがあるとまじめに考える政治家はいない。むしろ,合 衆国内でのさらな

る地位向上を志向している。現在は未統合属領(unincorporated　 territory)で あるが,

さらに州に昇格するとか,そ こまでいかな くても準州になるとかの可能性を模索 して

いるとい うのが正しい。

　では,西 サモア人はそのようなアメリカ領サモアの動きを許 し難いと考えているだ

ろうか。実はアメリカ領サモア人にとって西サモアと統合するのはメリヅトがないの

と同様に,西 サモア人にとっても統合は歓迎できない。何となれば,統 合によってア

メリカ領サモアが合衆国と縁を切るのは,ア メリカ領サモア人が現在享受 している合

衆国国民の地位を捨てることであ り,そ れは同時に西サモアの親族にも多大の可能性

を切 り捨てることを意味するか らである。分割 していることに両国の存在様式は依存

するようになっているのである。そ して,分 割された双方は,各 々を反転 した鏡像と

して認識 し,互 いの差異を意識するようになってきている。

　第二に,そ れぞれの旧宗主国 との関係が大きく社会変容 ・文化変容 と結びついてい

ることである。借用文化に関 して宗主国の影響は大きい。例えば,教 育制度は双方 と

もに宗主国の教育制度をそのまま移入 したものである32も西サモアの生徒は,お 揃い

のラヴァラヴァやスカー トを制服としてまとい,ラ グビー,ク リケットを好む。対す
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るアメリカ領サモアの生徒はジーンズにバ ックパックで登校 し,ア メリカン・フット

ボールに興 じる。英語も西サモアではニュージーラソド託 りの英国英語であるし,ア

メリカ領サモアでは完壁にアメリカ英語である。役人の態度も,か たや紳士淑女的英

国風であ りながら,も う一方はフランクな親 しみやすさがにじみ出る。放送を聞いて

もその違いは明瞭である。またスーパーに並ぶ輸入品をみても,そ の違いが明らかで

ある。

　 しか し,第 三点は,第 二点の論点の応用を否定するものである。そ うした表層の社

会文化的変容を離れて,宗 主国の植民地統治がもたらした影響をみると,そ の過程は

それほど単純ではない。

　首長制度をむしろ植民地経営に利するものとして,一 時はそれと全く対立しながら

も,時 代時代に応 じて対応 していったニュージーランド統治は,最 終的にはシステム

に様々な変更をもたらした。西欧近代とサモアの伝統文化の間に折 り合いをつけよう

とした努力を,混 乱をもたらした害毒 としてみる(Meleisea　 1987)か,そ れ とも現

代世界システムへの適応(山 本:1989:327;Yamamoto　 1994:195-196)を 導いたと考

えるかは難 しい分かれ目である。その反面,ア メリカ領サモアでの合衆国政府がサモ

ア固有の政治システムを合衆国の理念と対立するものとして,で きるだけ適用範囲を

狭め,活 用を避ける方向で統治 したことは,逆 に硬直して現代に適応していない首長

の位階制度のある部分を温存する結果 となったと筆者自身は考えている。そのような

宗主国側の意図に従ったとは必ず しもいえない形でそれぞれの首長制が存在している

ことは,大 変興味深い。そ してまた,ア メリカ領サモアの 「硬直した」首長制は,ア

メリカ領サモアの政治経済的利点に立って,伝 統的にはより位階の高い西サモアの首

長制からの独立を守ろ うという試みを含んでいるだろう。歴史過程の絡み合いは複雑

な様相を呈 してお り,そ れを順次解きほぐさないと理解は難 しい。

　 植民地行政の意図にも関わらず,一 定のサモア的変容が東西サモアで観察できるこ

とは第四の指摘である。土地所有が,私 有地 ・伝統的所有地に関わらず,最 初の所有

者の子孫の共同財産 として認識される傾向が高いことは両サモアの実質的な運用にお

いて認識が可能であろう。また,首 長称号の分割ないし分裂も,非 公式の形でアメリ

カ領サモア系の移民 コミュニティで顕著に見 られることを考えると,こ れも両サモア

に共通する傾向であるといえよう。親族集団ないし親族集団の分枝の リーダーとして,

首長はいつも必要なものとなっている。 しかし,移 民 コミュニティで首長が必要なの

はもっぱら儀礼のコソテクス トである。今 日親族集団の存在意義は,か つての自給自

足経済のもとでの誰 もが土地権を保有する必要性から離れ,と りわけ儀礼交換に集約
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されるものとなってきている。その儀礼交換からして,本 来の首長位の権威を認識す

るための政治的な意義 とい うよりは,親 族間の関係を強調するものとしての性格を強

めてきているといえよう。
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注

1)1997年8月 に国名 を従来 の西サモアからサモア と改称 した。 しか し,文 化や言語 としての

　 サ モア,諸 島名 としてのサモアと紛 らわ しいので,こ こでは従来の西サモアの名称 で呼ぶ こ

　 ととする。

2)南 太平 洋か ら合衆 国を 目指す西サモア人,トン ガ人は このル ー トである。一方合衆 国市民

　 権を 自動 的に取得 できる ミクロネシア人についてはこの限 りではない。
3)F.M.　 KeesingのModern　 Sa〃zoa(1934)は,こ の時点における双方 の統治 のあ り方 の違

　 いと分離後 の変 容の経緯 につ いて詳細 な記 述 ・分析 を行 って いる。 しか し,彼 のよ うな努 力

　 はその後見 あた らない。筆者 は,「 も うひ とつの東西分離一 南太平洋の東西サ モア」 とい

　 うエ ッセイで,東 西サ モアの相違 について論 じた ことがあ る(山 本1989b)。

4)以 下,サ モア語 は,イ タ リック体の ローマ字表記を用 い,地 名は カタカナ書 きで初 出の箇

　 所に()と ともに ローマ字表記を付 して綴 りを示 し,称 号名を含むサモア人 ・西欧 人の名

　 前は,ロ ーマ字表記を用いている。

5)　 このあ た りの 口頭伝 承 につ いて は,Kramer　 1994(1902);Herman　 1979;Stuebel　 1976

　 (1897)等 を参照 のこと。
6)程 な くTamaseseが 亡 くなったために,　Malietoa　l人 が現在 この地位にあ る。ただ し当初

　 の終身元首が2名 とも死亡 した後に,元 首は5年 の任期 とな り,再 選 を妨 げないが,そ の都

　 度国会で行われ る選挙に よ り,元 首を定め ることとな ってい る。
7)土 地保 有集 団。土地 とそれ の管理 者兼 名 目的所有者 となる複数の称号名 を保有す る。父系

　 的な偏 りを もち,父 方母方 ともに辿る ことができる重複 の帰属を許す集 団である。 しか し,

　 主に居住 が集 団へのア クテ ィヴな参加の メル クマールとなるので,居 住 して土地や集 団の維

　 持に もっぱ ら関わるメンバ ーがいて,そ の外側 に潜在的に権利を もち集 団の儀礼や称号就任

　 等の意志決定 に参加す る外部 メンバ ーがい る。
8)　 このサモア式選挙に理解を示 したDavidsonやKeesing夫 妻 は各 々サモア的政 治 システム

　 を援護す る本 を書 いてい る(Davidson　 1967;Keesing　 and　Keesing　1973(1956))。
9)現 在では,西 サ モア政府 は二重国籍を認める ようにな っている。

10)21歳 以上 の西欧系市民 は,彼 らの間で立候補す る者に投票す ることで,代 表者を選 出 して

　 いた。

11)　 この間 の議論 は,1954年,1960年 の憲 法起草委員会 で議論 され てい る(Western　 Samoa

　 1954,1960)。

12)国 民(nationa1)は 合衆 国パスポー トが支給 され,合 衆 国内を 自由に行 き来す ることが で

　 きる。市民(citizen)と 異なる点は大統領選挙 に投票す る権利を もた ない ことであ る。本土
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　 に移住 して4年 を経過す ると市民権を取 得す る ことができるが,ほ とん どの本土在住 アメ リ

　 カ領サモア人は市民権を取得 していない。市 民権取得 に,一 般 のアメ リカ領サモア人 はあ ま

　 り関心 を もたないが,似 た よ うな属領の プエル ト・リコ人や グ ァム人が出生時か ら市 民権 を

　 与え られ ているので,こ の差別撤廃は,政 治家に してみると大 きな政治課題 では ある。
13)　 これ とは若干異 なる伝統 的土地 の個人所有化を論 じているのは,0'Mearaで ある。彼は,

　 西サモアのい くつかの村の土地利用者の リス トか ら割 り出 して,土 地 の個人所有が増加 し,

　 一般的にな ってい ることを論証 している(0'Meara　 1995)。 ただ し,筆 者にはその調査方 法

　 と議論は若 干強 引かつ単純 に思え る。サモアの土地所 有は,親 族集 団一 これ 自体 も重層 化

　 してい る一 の長 である原理 的所 有者(matai)と 利 用者の間で重層化 してお り,そ れ らの

　 力関係の中で長期的 には土地所有が揺れ動いている。 土地所有 の個人化が進行 してい ると思

　 われ る状態 も,次 世代 にな ると,個 人の所有者の子 どもたちの共有 となってい る場合 もしば

　 しば見受け られ る。 また,い ったん個人所有の ごと くに扱われた土地 も,世 代が変わ った と

　 きに親族集団の土地 に帰 され て しま うこともあ るのであ る。 この点 については,個 人所有の

　 登記か ら売買 とい う形 まで認め られてい るアメ リカ領サモ アの場 合(後 述)と は少 々事情が

　 異な る。
14)た だ し,近 年 サモア系サ モア人が取引に参入す るよ うにな った私有地は通常,首 都圏やそ

　 の近郊の宅地で ある。
15)人 々は 自分 の住 む親族集 団のほかにい くつ も住む ことので きる親族集団 と関わ りを もって

　 生 きることにな る。 この ような成員権 に重複を許す緩い集団構成 の親族 システムは ポ リネ シ

　 アには しば しば見 られ るものである。
16)土 地に関 して登記 ならびに測量 を扱 ったのは,土 地測量部(Department　 of　Land　and　Sur-

　 vey)で あ った。
17)Schultz　 1911,1949,1950a,1950b;Marsack　 1961等 々。

18)過 去の選挙結果 をみ てみ る と,Tiffanyの 報告 の選挙 区ほ どではではないが,他 と比較 し

　 て著 しく選挙人 の増加 してい る選挙 区が数 ヵ所存在 してい る。
19)　ベル リン条約 下の土地問題委員会 では,そ の土地を既に10年 以上現実 に使用 してい るとい

　 うことが地権者 の条件のひ とつ とされ ていた。取得時効 とは,法 的に権利 をもつ所有者が不

　 明の場合,現 実 の取得者 を一定以上 の年限を越 えて取得 してい るときに,そ の取得者を法的

　 所有者 とする とい う概念であ る。

20)　 この計算 に用 いたのは,American　 Samoa,　 Government　 1991:94の 土地所 有登記統計で あ

　 る。現在共有地 も含めた登記 は土地全体の14パ ーセン トしかな されていないが,登 記 され て

　 いない土地は全て伝統的所有(共 有)で あ るとみな した。いずれの形態にせ よ,登 記 の資格

　 は,サ モ ア人の血 を二分の一以上 もつ もの とされ る。

21)居 住に関 しては,人 々か らの訴 えが あれぽ裁判を行 って検討す る。 これ は,西 サモアに も

　 同様 の規制があ るが,西 サモアの場合,人 々か らの訴えが ないのは,称 号分割 が進 んでい る

　 ことと関連 してい ると思わ れる。 アメ リカ領サ モアでは,称 号が稀少であるために,在 地 を

　 離れて海外に1年 以上 も住 む と同 じ親族集団の別な分枝か ら訴えが出る とい うのが最近 の状

　 況 らしい。ただ し,マ ヌア諸 島の首長た ちが主 島ツツイ ラ島に住む ことに関 しては人 々も裁

　 判所 も寛容である。
22)　 この数値は近 年2分 の1に 緩和 されている(Tiffany,　W.W.1975:70)。

23)す なわ ち,サ モ ア人 としての営み を続け る限 り,コ ミュニティの人 口比 に見合 った首長称

　 号名保持者が必要だ とい うことである。西サ モア的解決は称号分割であ り,ア メリカ領サ モ

　 ア的解決はイ ンフォーマル な称号名の使用,と い うことにな る。
24)現 実には,か つて存在 していなか った称号名 の存在を主張す ることで,新 しい称号名が増

　 加す るケースが若干存在 している。 これ ら称号名は,ア イ ガ内での大家族運営 の場面 では必

　 要だ と人 々が認 めているよ うな,あ ま り位 の高 くない称号名であ る。
25)下 院の被選挙権は首長称号保持者に限定 され てはいない。

26)西 サ モアの首 長会議 は,絶 えず首長間の格 の差や関係を確認す る儀礼行動であ ると同時に,

　 重要 な議決機関 とな っている(山 本1984:162;Yamamoto　 1987:213-214)。

27)　 注12参 照。

28)ち なみ に,1990年 のアメ リカ領サモ アの最低賃金は時給2.37ド ルであるが,西 サモアでの

　 同 じ頃の賃金に比べる と,5時 間以上の労賃 に相 当す る。

29)父 方母方 の双方 に親族関係を辿 ることがで きるサモアでは,覚 えてい る限 り双系に辿 って
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　　い って親族集 団に所属を主張す ることがで きる。 西サモアで生 まれ育 っていてい も,例 えぽ

　　父の祖母がアメ リカ領サ モア生 まれであれば,ア メリカ領 サモアに来て,そ の曾祖母 の親族

　　集団に所属す ることも可能である。

30)　 と りわけ,両 サモブでひ とつ の組織 であ ったサ モア会衆 派教会(Congregation　 Christian

　　Church　of　Samoa)か ら,ア メ リカ領サモア会衆派教会(Congregation　 Christian　Church　of

　　American　 Samoa)が 独立 したイン パ ク トは大 きい。 これ で,移 民 コミュニテ ィに存在 して

　　いた教会は,ど ちらの親組織 に所属すべ きか,と い う大きな選択を迫 られ ることとな った。

31)taupouは,高 位首長 の 「娘 」格の称 号で,高 位首長の親族集団 に属す 美 しい処女 が就任

　　す るのがふ さわ しい と考 え られていた。かつ ては,taupouの 結婚式 には処女である ことを

　　確認す る儀礼が行われ ていた。妻が処女 でないことは社会的地位上 明らかな ものであ るか ら,

　　この よ うな扮装 は調査者 には多少奇異 に思 えた。 また,旧 来のサモアのや り方 では,夫 婦が

　　ともに踊 るとい う形式はないはずである。

32)留 学制度に関 して も同様 に宗主 国の払 う役割は大 きい。西サモアの場合,イ ギ リスを頂点

　　とし,オ ース トラリア ・ニュージーラン ドが次 の選択で,そ の後 が フィジーやパ プア ・ニ ュー

　　ギこア等の教育機関 とな る。 合衆国の大学 は一般 に程度が低い と人 々は考 えている。一方 ア

　　メ リカ領サモアの場合,人 々が一般的に選択す るのは合衆国の教育機関であ る。
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